
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○西ヶ原西部自治会自主防災組織について 

西部自治会では行政の防災課の方ともすり合わせをしながら、自主

防災組織を新しく作り直しているところなので、皆さんにご紹介しま

す。 

自主防災組織は自治会ごとに組織され、災害時には各自治会の情報

班が被害状況を報告して、被害の大きい場所に救出に行くような段取

りになっていますので、情報班がないと、被害状況の把握ができなく

なってしまいます。 

自主防災組織は、各自治会に組織されていますが、近隣の自治会同

士が連携してはじめてその機能が発揮されると思うので、日頃から地

域の防災について考える、横のつながりを作っていくことは非常に大

切だと感じます。 
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日 付：平成１9 年 12 月 5 日(水曜日) 

時 間：午後 7 時 00 分～午後 9 時 00 分頃まで 

場 所：滝野川東ふれあい館 ３階 AB ホール 

 

[報告] 

外語大跡地の住宅棟について 

     

[議題] 

西ヶ原の防災シミュレーション 

    ・地震がきたらどうしますか？ 

[その他] 

 

 

事務局：北区役所まちづくり部 まちづくり推進課 

       TEL:03-3908-9154 FAX：03-3908-2244 

        

第 13 回まちづくり協議会
開催のご案内 

西ヶ原西部自治会 
自主防災組織について 

飛鳥晴山苑 現在の様子 

外大記念施設用地 現在の様子 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 12 回まちづくり協議会 
 

○飛鳥晴山苑のパッサージュ並びに 

ウェルネスモール名称案の募集 

＜晴山苑より＞ 

・工事中の飛鳥晴山苑の 2 階パッサージュとウェルネスモールの名称を近隣

の皆様からご提案いただけないかと考えている。よろしくお願い致します。

工事の関係で、1２月５日までにご提案いただきたい。 

 飛鳥晴山苑開設準備室（担当 田淵川） TEL：３５７６－７９００ 

 西ヶ原 3－55－11 西ヶ原レジデンス 301  FAX：３５７６－７９０１ 

○外語大跡地の住宅棟について 

＜伊藤忠都市開発より＞ 

・9 月 28 日、30 日の両日にわたって住宅事業計画説明会を開催させてい

ただいた。本日は、当日の質疑応答を簡単にまとめたものと当日お配りし

た資料をお持ちした。 

・電波障害、建物の高さ、プライバシー確保の問題、駐車・駐輪場の問題な

どのご意見・ご質問を頂いたので、整理し、12 月にご説明できるよう準

備する。 

＜主な質疑応答＞ 

質問：駐車場の収容台数が非常に少ないと感じる。バイク用の駐輪場につい

てもきちんと考えて欲しい。 

回答：賃貸住宅であり、交通利便性も高い立地条件なので、全戸数の３割で

駐車場は十分ではないかと考えている。バイク用の駐輪場については、

行政の開発の基準では設置の義務はないが、20 台停められるように

している。 

質問：駐車場の地下利用は全く考えていないのか。もったいない気がする。 

回答：車の出入り口は下瀬坂通りとする条件がある。高低差のある土地で、

地下化するには、距離が足りないということ、採算があわなくなると

いう面からも難しいという結論となった。 

 

 

 

 

質問：晴山会の土地は 50 年の定期借地権であり、UR のマンション棟は 70 年の

定期借地権である。一体の土地の中で、この 20 年のギャップは次期大規

模開発に影響がある。その点行政と UR で話し合われたのか。 

回答：今年 6 月に定期借地権は締結した。以前より 50 年以上という言い方をし

ている。 

要望：行政からも話を聞きたい。 

質問：住宅用地は機構からの定期借地権 70 年。コンクリートの建物の減価償却

資産の耐用年数は 50 年とされている。賃料が下がるものと思われる。50

年後以降は、建物の資産的価値が無い中で、20 年も賃貸していくという

ことになる。法定耐用年数を超えた建物が周辺に及ぼす影響はあまり良好

とは言えないのでは。 

回答：事業者公募の際に、50 年以上の定期借地ということでお話させていただい

ている。高強度コンクリートで作れば、建物としての耐用年数は 50 年以

上と考えられる。建物が古くなったからといって賃料（借地料）を下げる

わけではなく、事業者側でも、長期修繕計画を考慮し、70 年間賃料をと

れる建物ということで進めている。 

質問：360 世帯が入居するということだが、マンション独自の自治会を作るの

か。それとも、隣接の自治会に参加するのか。 

回答：マンション単体で自治会を作ることは考えていないが、自治会への加入に

ついては、行政にも相談していきたい。 

要望：今、審議されている、北区集合住宅の建築及び管理に関する条例は、今回

の建物には間に合わないのだろうが、内容を読み込み、その精神だけはし

っかり受け入れて頂きたい。 

質問：賃貸住宅の契約書に、自治会には絶対入って欲しいなどと、書き込めない

か。いつ頃から入居者募集を始めるのか。 

回答：賃貸契約の際に、自治会への加入を強制とする条件をつけることはお約束

できません。できる限りお入り下さい、ということを加える可能性はある。 

入居募集については、2009 年 11 月頃竣工を想定しているので、2009

年 6 月頃からになると思う。 


